
心の教育推進協議会規約  
                                                                                           
 
（目的・設置）                                                                             
第１条  この規約は、健全な青少年の人間形成を目指し、学校・家庭・地域が連携した心の教育を推進する
ため、心の教育推進協議会（以下「協議会」という。）を設置し、組織及び事業遂行に関する必要な事項
を定めるものとする。                                     

 
（事業）                                                                                   
第２条  協議会は、次の各号に掲げる事業を行う。                                             
（１） 子どもたちの心の教育推進に関する施策の審議及び調査に関すること。 
（２） 関係機関及び団体相互の連携調整に関すること。                                        
（３） 前各号に掲げるもののほか、第１条の目的を達成するために必要なこと。                 
                                           
（構成）                                                                                   
第３条  協議会は、心の教育の推進に関係する団体をもって構成する。 
                              
（役員・委員）                                                                   
第４条  協議会に次の役員及び委員を置く。 
（１）会長  １名 
（２）副会長 １名 
（３）委員  ２０名程度 
（４）監事    ２名                               
２ 会長は、石川県教育委員会教育長をもって充て、会務を総括する。                     
３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故がある時はその職務を代理する。副会長は、委員の中から会長が
任命する。 

４ 委員は、構成する団体を代表するものとし、会長が任命する。 
５ 監事は、協議会における業務及び会計を監査する。監事は、委員の中から会長が任命する。 
６ 役員及び委員の任期は、２年とする。ただし、補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。 
７ 役員及び委員は、再任されることができる。                          
 
（会議）                                                                                   
第５条 会議は、会長が必要に応じ招集し、副会長がその議長となる。                       
２  会議は、委員の過半数が出席しなければ開催することができない。                   
３ 会議は、事業計画・予算の議決及び事業報告・決算の承認を行う。                                 
                              
（特別委員会）                                                                             
第６条 協議会に、専門的事項を調査審議する必要があるときは、特別委員会を置くことができる。 
２ 特別委員は、会長が任命する。                                                           
３ 特別委員会に委員長を置き、会長が任命する。                                             
４ 特別委員会は、会長が必要に応じ、招集する。                                             
                  
（意見の聴取）                                                      
第７条  協議会は、心の教育の推進について、有識者等を助言者として必要に応じて意見を聞くことが 
 できる。 
 
（事務局）                                                                                 
第８条  協議会の事務を処理するため、事務局を石川県教育委員会事務局生涯学習課に置く。         
２  事務、会計処理に必要な事項については、会長が別に定める。                               
 
（経費）                                                                                   
第９条 協議会の経費は、補助金及びその他の収入をもって充てる。                     
２ 会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年の３月３１日に終わる。                           
 
（その他）                                                                                 
第10条  この規約の定めるもののほか、協議会の運営に関する必要な事項は会長が定める。         
                                                                                           
   附 則                                                                                 
  この規約は、平成２３年４月１日から施行する。                                             


